
第２０節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

関係機関 各課共通 

 市は、地震防災対策特別措置法（平成７年法律第111号）に基づく地震防災緊急事業五箇年計画を中心

として、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備の推進を図るものとする。計画対象事業は、次のとお

りである。 

第１ 計画対象事業 

１ 避難地 

２ 避難路 

３ 消防用施設 

４ 消防活動が困難である区域の解消に資する道路 

５ 緊急輸送を確保するために必要な道路、交通管制施設又はヘリポート 

６ 共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設 

７ 公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

８ 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

９ 公立の小学校又は中学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

10 公立の盲学校、ろう学校又は養護学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

11 ７～10までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち地震防災上補強

を要するもの 

12 砂防設備、保安施設事業に係る保安施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設又は農業用排

水施設であるため池で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの 

13 地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設 

14 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために

必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備 

15 地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯

水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備 

16 地震災害時において必要となる非常用食料、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫 

17 負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な設

備又は資機材 

18 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策 

19 １～18に掲げるもののほか、地震防災上緊急に整備すべき施設等であって政令で定めるもの 

第２ 地震防災上必要なため池の整備 

 市は、府をはじめ防災関係機関等と協力し、避難路、緊急輸送路として必要な道路の確保又は人家の

地震防災上、改修等が必要なため池を計画的に整備するものとする。 

 

 


